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   中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

 

 

 上記の議案を提出します。  
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（提案理由）  

 国民健康保険の保険料率等を改めるとともに、地方税法等の改正に

伴い規定を整備する必要がある。  

 



   中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

 中野区国民健康保険条例（昭和３４年中野区条例第１３号）の一部

を次のように改正する。  

 第１５条第１項中「配当所得の金額」を「配当所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）」に、「に該当する」を「の適用がある」

に、「附則第３５条の２第６項に規定する株式等」を「附則第３５条

の２第５項に規定する一般株式等」に、「附則第３５条の２の６第１

１項若しくは第１５項又は第３５条の３第１１項」を「附則第３５条

の３第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同

法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第１

３項若しくは第１５項」に改め、「附則第３５条の４の２第７項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）」の次に「、外国居住

者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」

という。）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項に

おいて準用する場合を含む。第１９条の２第１号において同じ。）に

規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６

項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。同号において同

じ。）に規定する特例適用配当等の額」を加える。  

 第１５条の４第１号中「１００分の６．８６」を「１００分の７．

４７」に改め、同条第２号中「３５，４００円」を「３８，４００円」

に改める。  

 第１５条の１２第１号中「１００分の２．０２」を「１００分の

１．９６」に改め、同条第２号中「１０，８００円」を「１１，１０



０円」に改める。  

 第１６条の４第１号中「１００分の１．６１」を「１００分の１．

６３」に、「１００分の５１」を「１００分の５０」に改め、同条第

２号中「１４，７００円」を「１５，６００円」に、「１００分の４

９」を「１００分の５０」に改める。  

 第１９条の２第１号中「、また」を削り、「配当所得の金額」を

「配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」に、「附則第

３５条の２第６項に規定する株式等」を「附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等」に、「附則第３５条の２の６第１１項若しくは

第１５項又は第３５条の３第１１項」を「附則第３５条の３第１５項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは

第１５項」に改め、「附則第３５条の４の２第７項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）」の次に「、外国居住者等所得相互

免除法第８条第２項に規定する特例適用利子等の額、同条第４項に規

定する特例適用配当等の額」を加え、同号ア中「２４，７８０円」を

「２６，８８０円」に改め、同号イ中「７，５６０円」を「７，７７

０円」に改め、同号ウ中「１０，２９０円」を「１０，９２０円」に

改め、同条第２号中「２６５，０００円」を「２７０，０００円」に

改め、同号ア中「１７，７００円」を「１９，２００円」に改め、同

号イ中「５，４００円」を「５，５５０円」に改め、同号ウ中「７，

３５０円」を「７，８００円」に改め、同条第３号中「４８０，００

０円」を「４９０，０００円」に改め、同号ア中「７，０８０円」を

「７，６８０円」に改め、同号イ中「２，１６０円」を「２，２２０

円」に改め、同号ウ中「２，９４０円」を「３，１２０円」に改める。  



   附  則  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第１５

条第１項及び第１９条の２第１号の改正規定（同号ア、イ及びウに

係る部分を除く。）は、公布の日から施行する。  

２  改正後の中野区国民健康保険条例の規定は、平成２９年度分の保

険料から適用し、平成２８年度分までの保険料については、なお従

前の例による。  


